
企業が限りのある経営資源の中で研究開発を行い新事業を創出して
いくためには、市場ニーズに基づいた研究開発を効率的に行うなど
のテクノロジーマネジメントが必要である。我が国においては、技
術と経営の両方に通じたダブルメジャーの技術経営人材が大学や民
間教育機関を通じて計画的に創出されてきておらず、そのために海
外に遅れをとる事態が生じている（米国ではマサチューセッツ工科
大学、ハーバード大学等１６０大学以上約１万人のＭＯＴ人材が毎
年育成されている）。我が国の有している高い技術力を確実に事業
化に結び付ける能力を持つ人材を計画的に養成することは、我が国
の産業競争力を高めるうえで重要である。

人材育成プログラム提供の形態としては、学内教育及び起業家養
成講座、出前講義、集中講座、セミナー、技術研修・演習など多様
な方法がとられている。

コーディネーター等が主体となって、大学等と地域の連携拠点と
のネットワークを活用して、企画段階から開催、参画者の調整等、
運営に至るまで包括的な支援を行って、実効性と継続性の高い人材
育成プログラムが提供され、地域から高い評価を受けているものも
少なくない。プログラム内容については、地域のニーズをよく吟味
して対応することが肝要である。一般的には、MOTや技術の伝承・
移転などものづくり系に注目しやすいが、マーケティングや販路開
拓のような経営センスの養成に関するニーズも多い。

産学官連携人材育成といっても、企業・自治体職員・大学学生・
大学職員・大学教員・起業家など様々な人材が対象となりうる。ま
た、育成の目的も違えば育成プログラムの内容も違いがある。産学
官連携人材育成プログラムは地域・社会・時代の要請（ニーズ）に
応え、世界に通用する未来人材を育成する実践的なプログラムであ
ることが必要であり、産学官連携人材とは、技術や経営、社会まで
の幅広い視点を持ち、企業や大学の内外に関係なく、異分野が持つ
知恵や能力を融合・協調させるマネジメント力を備えた人材である。
K大学ＭＯＴ特別教育コースの事例と特徴
①多くの演習問題に取り組むことにより思考力とスキルを高める
②受講生等の研究成果を生かしてビジネスに繋げるヒントを模索す

る実践ＭＯＴ
③企業人と大学院生の混成チーム編成による産学連携を活かしたＭ

ＯＴ教育

参考資料：「大学発ものづくり経営者の企業活動」（事例H19・p172）
「研究開発リーダーの実践的教育」（事例H19・pP176,事例Ｈ20･p120）

人材育成 産業界のニーズにかなう人材
育成プログラムとは？



大学で一般に「インターンシップ」と言えば、大学生が夏休みに企
業で研修を行なうものであるが、期間が２週間程度と短く、その目
的は主として『就業体験』のようである。従来のインターンシップ
は学生の社会勉強で、受入れ企業にとっては単に手間の掛かる存在
でしかなかった。よく指摘される課題として以下が挙げられる。

・受入れ企業の選択基準・方法の明確化
・商工会・商工会議所、中小企業家同友会、地域企業との継続的

なコミュニケーションの確保
・学生・指導教員の守秘義務
・受入れ企業のメリットの公表（守秘義務の制約）
・費用の確保（移動、宿泊・・・学生個人の負担など）
・課題解決のためのフォロー
この状況を打破し、受入れ企業、学生、指導教員の関係者にメ

リットのある方式を模索する大学がある。Ｙ大学では、修士１年生
を企業に長期間（３ヶ月～６ヶ月）派遣する「長期インターンシッ
プ」制度を設け、共同研究を企業の研究者や技術者とともに実施し
ている。社会のニーズに合致した優秀な人材の育成を目的とするも
ので、具体的には共同研究先の企業と、実施体制･責任体制･守秘義
務･知財･安全管理･賠償責任、などの多くの事項について協議して
行なっている。今年で４年目になり、成果が上がりつつある。

近年、社会活動の中で自分の専門の位置づけを理解できず、現実
的課題の中から主体的に問題を設定して取組む能力に欠ける科学人
材が増加しているとの指摘が（社）日本経済団体連合会などからな
されている。
平成１７年度に文部科学省からそ

れに対応するため、産学連携による
「派遣型高度人材育成協同プラン」
事業の公募が行なわれ、右図はその
趣旨を模式的に示したものである。
すなわち、アカデミズムによる教育
で「学術力」は向上するが、タコツ
ボ化する懸念があり、上記のような
問題の原因の一つになっている。そ
こで高度長期インターンシップに
よって、「実践力」を兼ね備えた人
材を育成しようとするものである。

参考資料：「広島のものづくりを支える人材育成」（事例H19・p178)
「文系教員主導の産学金連携の充実」（事例H20・p76）

人材育成 インターンシップを活用した
人材育成プログラムとは？



地域の中小企業は国際競争に打ち勝つため、単なる下請け等を脱却

 

し開発提案型企業を目指しているが、多くの地域では１割にも満た

 

ないと言われている。そのような中で、大学等の社会貢献の１つと

 

して、地域の中小企業において5年～10年の実務経験を持つ中堅技

 

術者の人材養成、特にリーダーの養成が期待されている。
人材育成プログラム提供の形態としては、学内教育及び企業家養

 

成講座、出前講義、集中講義、セミナー、技術研修・演習など多様

 

な方法がとられている。特に、地域中小企業における中堅技術者の

 

リーダー養成には、講義とともに実験・演習・成果発表を行う方法

 

が適している。このプログラムは教育機関内の設備と時間的な制限

 

があるが、社会人の技術者と学生が合同で参加でき、地域企業の期

 

待も大きい。また、講師陣も産学官の人材から構成されている方が

 

望ましい。さらに、受講生が受講終了後、企業等でリーダーとして

 

創造性を発揮できるように、カリキュラムにも工夫が必要である。
コーディネーターは教育機関等と地域の連携拠点とのネットワー

 

クを活用して、企画段階から開催、参加者の調整等、運営に至るま

 

で包括的な支援を行い、さらに、実効性と継続性の高い人材育成プ

 

ログラムの提供を支援し、地域のみならず関係機関からも高い評価

 

を受けることが必要とされる。
Ａ高専では、下記の様な特徴ある取組みを行っている。

講義はMOT・知財教育に1/3、専門教育に2/3を当て、受講生は

 

PDCA（Plan-Do-Check-Action）を常に念頭にいれ、PBL

 

（Problem

 

Based Learning)に基づく問題解決型プログラムを学

 

習する。受講生には以下の課題を課す。
①教育機関の実験設備に基づいて自分自身に課題を与え、解決する。
②１プログラムを終えるごとに、報告書を提出する。
③受講生は１プログラムの講義の前後を通して予習・復習を十分行

 

えるよう、例えば、E-learningなどのソフト・ハード面を充実する。
④全体のプログラムを通して、中間・成果報告会を行う。中間報告

 

会は前半のMOT講義を含む講義と受講生の課題の発表である。
成果報告会はプログラム全体で得られた結果を報告する。
⑤成果報告会は公開発表とし、受講生、派遣企業責任者、講師、産

 

学官関係者などとする。発表会場はできれば、学外施設が望ましい。
⑥成果報告書は後日、報告書としてまとめる。

参考資料；「高専連携で共同研究の大型化」（事例Ｈ２１・ｐ１４２）
「研究開発リ－ダーの実践的教育」（事例Ｈ２０・ｐ１２０）

人材育成 中小企業のニーズに即した技

 

術者リーダーの養成方法は？



大学の「質」とは、大学が学内や地域の固有の特長を最大限に活か
し、どこにもない研究成果を創出し続けうる活力を意味していると
いわれる。又、大学は独創性、進歩性ある優れた人材を生み出すイ
ノベーティブな組織体制であり続けられる事が重要である。

大学がこうした活力を発揮し維持発展していくには、外部人材依
存体制からの脱却や、内部人材の戦力化による全学的意識向上が重
要であるといわれる。そうした観点から言えば、教員のみならず、
教員をサポートする職員の活性化、意識改革が重要であると言える。
学内で、産学間連携活動を積極的に推進できる職員育成のプログラ
ムをデザインし実施するにあたっては、どのようなテーマをどのよ
うな方法で提供するかがポイントになる。
Ｒ大学の事例
＜何をテーマとするか＞

①産学官連携の基本的ミッション
②知的財産や技術移転についての基礎知識・実務・ノウハウ
③産学連携契約および交渉についての基礎知識・実務・ノウハウ
④公的研究資金制度の概要および獲得のための知識・ノウハウ
⑤学内の産学連携諸制度（歴史と現状）
⑥学内教員の研究シーズの概要
⑦ベンチャー支援の基礎知識
⑧政府・地方自治体の産業政策・科学技術政策の概要
⑨マーケティングや事業化戦略など技術経営の基礎知識
⑩学内外の産学官連携の成功と失敗の事例
これらのテーマは、対象者の知識・経験や大学の置かれた状況に

よってアレンジすることも必要である。
＜手法＞

①講義：教員・専門家などによる講義のほか先輩コーディネータ
ーによる手作り講義も有効。

②ワークショップ：新人自身が抱える課題をテーマにしたディス
カッションによって具体的な解決方向を引き出す。

③OJT：先輩コーディネーターと新人がマンツーマンで一緒に仕
事をしながら、ノウハウの伝授やアドバイスを行う。

④自習：上記のテーマにかかわる各種の書籍・資料などを紹介し、
自習を促す。「成功と失敗の事例集」やハンドブックも重要な
参考書となる。

実践的なプログラムをデザインすることを意識すべきである。

参考資料：「実用化シナリオを学ぶセミナー開催」（事例H20・p114）

人材育成 学内で産学連携を推進できる
人材育成の方法とは？



大学等が活力を発揮し、持続的に発展していくには、大学等の経営に

 

寄与するアドミニストレータの育成など、大学等の内部職員の人材育

 

成を全面的に見直す必要があると言われている。
人材育成プログラムを成功に導くには、育成する人材像を明確化し、

 

どのような具体的なカリキュラムをデザインするかがポイントになる。

 

そのためには、国立大学等の法人化により従来の定型業務（ルーチ

 

ン）と新しい企画・管理型の業務が併存している状態から、定型業務

 

はできるだけ省力化を図り、企画・管理型の業務に比重を移していく

 

べきであると言われている。幾つかの新たな取り組みを概観すると、
【Ｈ大学事例】

Ｈ大学では事務職員と技術職員を対象にしてそれぞれ、産学官連携

 

に関する情報収集・分析能力（及びその活用に関する実践的能力）に

 

長けた人材、「産」のニーズの分かる計測機器のスペシャリストの育

 

成、２タイプの能力をそれぞれ持つ人材育成を目的とするプログラム

 

を計画的、継続的に実施している。これは、学内における産学官連携

 

活動にブレークスルーをもたらすことを目標としている。具体的なプ

 

ログラム内容は①授業受講等による知識修得、②調査センターにおけ

 

る実務研修、③外部連携機関・企業におけるインターンシップ、の三

 

本立ての内容で若手人材の専門能力を高めることとしている。
【Ｒ大学事例】

Ｒ大学では「シナリオ・プロデュース・セミナー」を開催し、スタ
ッフが抱えている具体的なシーズを事業化までつなぐための実践的な

 

セミナーを行っている。事業化シナリオを立案するための「８象限マ

 

トリックス分析・戦略マップ」などのスタッフが活用できるツールを

 

開発してスタッフのスキルアップを実践している。
【Ｅ大学事例】

Ｅ大学ではスタッフの教育テキストに事例Ｈ１８、事例Ｈ１９、事

 

例Ｈ２０を活用し、活きた実践的知識の共有を図っている。商工会議

 

所など外部機関との勉強会にも活用している事例である。
大学等には研究推進、産学連携、財務、人事、経営企画などの業務

 

があり、広い視野とともに何らかの専門性も持ち、その専門性を高め

 

る方向でキャリア形成し、マネジメントで処遇される道と専門性で処

 

遇される道を選択できるキャリアパスを導入すべきとの指摘もある。

参考資料；「大学職員を産学官連携人材に育成」（事例Ｈ２１・ｐ１１１）
「実用化シナリオを学ぶセミナー開催」（事例Ｈ２０・ｐ１１４）
「事例とイノベーションと文化系コーディネーター」（最前線）

人材育成 大学等の職員を産学官連携人

 

材に育成するには？



文部科学省産学官連携コーディネーター(以下、「ＣＤ」という。）
は「産学官連携支援事業」として２００１年度発足以来、「産学官
連携活動高度化促進事業」、２００８年度には「産学官連携戦略展
開事業(コーディネートプログラム）と制度の変遷はあったが、その
相互研鑽と育成には自発的発案と自主プログラムで取り組んできた。

１．知恵の蓄積とネットワークでトータルパワーを発揮
２００２年度の自主的開催に端を発した、全ＣＤが一堂に会する

全国会議、７地区で開催する地区会議は定着し、２００４年度に開
始した新人ＣＤを対象とする任命研修、２００６年度制度発足とと
もに設置した担当会議もＣＤの相互研鑽や育成方法としての機能を
担っている。その間に蓄積された知識・知恵は、「成功・失敗事例
に学ぶ産学官連携の新たな展開に向けて」(以下、「事例集」とい
う。）や、産学官連携コーディネーターハンドブックとして集大成
し、育まれたネットワークはこの制度の大きな特質となっている。

２．新任ＣＤの早期戦力化-任命研修とフォローアッププログラム-
文部科学省研究環境・産業連携課長・担当者ならびに先任ＣＤに

よる講話、第４項の諸教材の活用、３ヶ月後のフォローアップ、地
区会議における研鑽を通じて新任ＣＤの早期戦力化を図っている。

３．相互研鑽と交流-全国会議・地区会議・担当会議-
第１項で記述したように全国会議・地区会議（７地区・下記地図

参照）は定着し、２００６年度からは制度発足とともに次の担当が
発足し担当会議が設置されている。

・地域の知の拠点再生担当（２００６年度）
・目利き・制度間つなぎ担当（２００７年度）

４．知識・知恵の編集
ＣＤ制度発足以来、機会を得て諸資料を

まとめてきたが、本格的な編集作業による
刊行物は、参考資料の事例集とこのハンド
ブックであり、その編集
には地区毎に選任した、
刊行物編集・研鑽係が
当たっている。

参考資料：「成功と失敗事例に学ぶ産学官 連携の新たな展開へ向けて」
（平成１８年度初版、平成１９年度新版、

平成２０年度概要第２版（CD-ROM付））

人材育成 文部科学省産学官連携コーディネー
ターの相互研鑽・育成方法は？



全国では、産学官連携コーディネーターや産学官連携人材（以下

 

「CD」という）が様々な組織で活躍している。各地域で活躍して

 

いるCDは、個別のスキルやノウハウ等を活用しながら、コーディ

 

ネート業務を実施している。一方で、業務に携わる若手（年齢及び

 

経験を含む）CDの業務が多様になり、どのようにして人材育成や

 

人脈構築を行うかが課題となっている。
コーディネート業務を行う者にとっては、個人のスキルやノウハ

 

ウと並んで、「人脈」が最も大きな資産であり財産である。一般的

 

に、人脈を構築するためには、先任CDと共に活動する中で、人脈

 

を引き継ぐことが効果的とされているが、地域や組織によっては先

 

任CDがおらず、一から人脈を構築しないといけない場合もある。

とりわけ、地方ではなかなか情報や人脈を得る場が少ない。その

 

ような中、効果的な人脈の構築方法が重要になっている。
①セミナー型：全国や地域で開催されているセミナーやワークショ
ップ等では、専門分野や興味が共通のため人脈の構築が可能である。

 

一方で、その場限りの名刺交換で終わってしまう場合が多い。
②問い合わせ型：外部からの問い合わせによって、技術相談やマッ

 

チング等をコーディネートすることで人脈の構築が可能である。一

 

方で、共同研究等が構築されない場合は、継続して連絡を取ること

 

が少なくなる。
③訪問型：CD自身が各種名簿から情報収集を行い研究室や企業等

 

を訪問し、人脈を構築することが可能である。一方で、一件ずつ訪

 

問するには時間と労力を要するため、個々の対応では限界がある。
④ＣＤ連携型：全国のＣＤと連携し、各ＣＤが持つ人脈をお互いに

 

活用して、マッチングやパートナーリングを行うことができる。
①～③の型ではそれぞれ限界があり、課題を解消する方法として

 

Ａ大学では、「やってみせ、言って聞かせて、させてみて」という

 

｢山本五十六方式｣で後進育成を行い、人的ネットワークを構築して

 

いる。Ｂ大学では、地域･企業にプラスになる活動とするため、互

 

恵型の学生インターンシップを活用し、地域活性化に繋がるような

 

人財育成及び人脈づくりに取り組んでいる。
これら二つの事例を参考に、共に活動・行動することによって、

 

人材育成や人脈づくりが積極的に行われていくことが可能となる。

参考資料；
１）「後進育成ＯＪＴの秘けつと要諦」（事例Ｈ１８・ｐ１７２）
２）「文系学生の互恵型インターンシップ」（事例Ｈ１９・ｐ１６８）

人材育成 若手CDの人材育成・人脈を

 

構築するためには？



国の三位一体改革や少子高齢化の影響等を受けて、全国各地の一次

 

産業を中心とする地域の疲弊は、都市部と比較して大きな格差が生

 

じている。このため、地域貢献を大学の運営方針の一つとする地域

 

の大学にあっては、地域の抱える課題の解決に向けて「地域の人

 

材・知識が集積する知の拠点」として地域再生に対応していくこと

 

が求められている。
一方、国においては、内閣総理大臣を本部長とする地域再生本部

 

を平成１８年に設置し、文部科学省、地域再生本部、総合科学技術

 

会議等が連携して「地域の知の拠点・再生プログラム」を定めて、

 

地域再生を強力に推進していくことが決定された。この中では、そ

 

の推進にあたり「地域再生のための、ひとづくり・人材ネットワー

 

クづくりの促進」が重要な政策の柱として位置付けられている。
大学等が、地域再生を担う人材育成を行う視点としては、種々考

 

えられるが、地域が抱えている課題としては、地域産業の活性化や

 

地域医療・福祉、それに地方情報化や環境エネルギー等、多岐に亘

 

ることから、国の「再生プログラム」における支援策としても府省

 

庁毎に提案されており、
①文部科学省からは幅広い人材育成に対応する「地域再生人材創

出拠点の形成」や「質の高い医療人養成推進プログラム」
②経済産業省からは産学連携による「製造中核人材育成事業」
③国土交通省からは「地域の観光を担う人材育成支援事業」等

このような諸施策が示されている。
そこで、Ａ大学では、申請段階で、申請書への添付の必要条件で

 

は無いが、事前に企業等から事業への参画承諾書を徴して添付を行

 

い、人材育成への企業側等の熱意を示し採択に繋げている。
また、Ｂ・Ｃ大学間では、採択後の事業展開の中で育成する人材

 

内容が類似することから、学学連携を行いより良いスキルアップが

 

図れるカリキュラムの編成に繋げている。
このように、コーディネーターは、地域の特異性と地域における

 

大学等の位置付けを踏まえた申請とし得るように、平素から、連携

 

する地方公共団体とどの課題から進めていくのか、慎重に把握し、

 

じっくり協議を重ねる中で、人材育成プログラムを組み入れる努力

 

をしておくことが重要である。

参考資料；「土佐の食品産業を担う中核人材育成」（事例Ｈ２１・ｐ１８８）
「文部科学省ＨＰ：（科学技術・学術）→（研究費・研究開発評価）

→（競争的資金制度）」→「事業採択大学のＨＰ」

人材育成 地域再生を担う人材育成プロ

 

グラム活用のポイントは？



大学と企業との産学連携が活発化し、ポストドクター（以下「ポス
ドク」という。）や院生・学生（以下「学生等」という。）が共同
研究、受託研究、インターンシップなどに参加する機会が増加して
いる。ポスドクや学生等にとって企業との共同研究等は、
・研究活動と社会とのつながりをより強く体感できる。
・企業風土を知り、自身の適性を見直し、就職先選定の参考となる。
・企業のコスト意識、時間＝工数という感覚に触れることによって、

研究開発の効率をより強く意識するようになる。
・ビジネスマナーを身につける良い機会となる。
等のメリットがあると言われている。

しかし、学生が産学連携活動に参加することによって、自らがど
のような制約を受けるのか知っておく必要がある。学生が企業等と
の共同研究に参加する際の最大の問題は、守秘義務により研究内容
の発表の制限を受けることである。また、学生等が関与した知的財
産権の帰属、および、秘密保持の取り扱いは、大学にとっていろい
ろな問題を孕んでいる。しかしながら、学生には、
・学位取得のための論文執筆、あるいは公聴会の口頭発表
・就職面接における、自己の研究内容発表
・研究者として論文投稿、学会での口頭発表
等さまざまな研究発表の機会が与えられている。たとえ労働の対価
として賃金が支払われたとしても、学生の本分が教育を受ける権利
の受益者である以上、学生が共同研究に参加することは、学生が一
人前の研究者、技術者として成長することの助力となることはあっ
ても、妨害要因になってはならない。教育機関としての大学が、学
生をどのように扱うべきかという議論が最優先されなければならな
い。学生の意に反して参加することになったととられないように、
参画選択の自由が与えられていることをよく説明する必要がある。
守秘義務に関しては、指導教員自身も研究契約書の内容をよく把握
していないこともあるので、啓発が必要である。学生を特許出願の
発明者に入れるかどうかも、多くの場合指導教員の判断に委ねられ
ている。発明者となるべき者が、きちんと特許願書に発明者として
記載されているかどうか、確認する必要がある。発明者が真の発明
者であるかどうかは、特許の無効事由ともなり、時に裁判で争われ
ることもあるので注意が必要である。学生を特許の発明者に入れる
場合、その貢献度を正当に評価するべきであるのは言うまでもない。
ポスドクは雇用契約があり、契約に従って制約可能と言われている。

参考資料：「ニーズ情報シートで広域連携・継承」（事例H19・p50）
「Face to Faceで的確なシーズ発掘」（事例H19・p20）

人材育成 学生に産学連携活動に参画し
てもらうには？


